
民生福祉常任委員会審査日程 
 

日 時 令和５年９月６日(水) 

午前９時から     

場 所 第２委員会室     

         

～審査内容～ 

 

１ 議案第４９号 令和４年度山陽小野田市国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について               （国保） 

 

２ 議案第５１号 令和４年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について              （国保） 

 

３ 議案第５０号 令和４年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について                 （高齢） 

 

４ 議案第５８号 山陽小野田市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改

正する条例の制定について          （市民） 

 

５ 議案第５９号 山陽小野田市福祉センター条例の全部を改正する条例の制

定について                 （社福） 

 

６ 議案第５３号 令和４年度山陽小野田市病院事業決算認定について 

（病院） 

 

７ 所管事務調査 病院事業報告について            （病院） 

 

※１ 審査は議案ごとに職員を入れ替えながら行います。 

※２ 審査内容６、７は、午後１時から行います。 
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○山陽小野田市福祉センター条例 

平成１７年３月２２日 

条例第１０４号 

改正 平成１７年１１月１１日条例第２３６号 

平成２１年２月２７日条例第２号 

平成２３年１２月２６日条例第３１号 

平成２５年１２月２６日条例第３７号 

平成３１年３月２５日条例第１号 

令和３年１２月２１日条例第３６号 

（設置） 

第１条 市民の福祉の増進及び市民生活の向上を図るため、福祉センターを設

置する。 

（名称及び位置） 

第２条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

山陽小野田市中央福祉センター 山陽小野田市千代町一丁目２番２８号 

（使用の許可等） 

第３条 福祉センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、

市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする

ときも同様とする。 

２ 市長は、前項の規定による許可（以下「許可」という。）を与えるに当た

っては、福祉センターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。 

３ 市長は、許可を与えるに当たっては、老人、身体障害者、母子等の福祉団

体を優先して許可を与えるものとする。 

（使用の制限） 

第４条 市長は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、許可を与えてはならない。 

(1) 秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

(2) 福祉センターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失させるおそれがあ
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ると認めるとき。 

(3) 山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小野田市条例第１８号）

第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員である

とき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があると認める

とき。 

（使用許可の取消し等） 

第５条 市長は、許可を受けた者（以下「使用者」という。別表第１を除く。）

が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は福祉セン

ターの使用を一時停止し、若しくは第３条第２項の規定による条件を変更す

ることができる。 

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。 

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。 

(3) 係員の指示に従わず、又は許可された目的以外に福祉センターを使用し

たとき。 

２ 市長は、前項の規定による許可の取消し等により、使用者が被った損害に

ついては、その賠償の責めを負わない。 

（使用料等） 

第６条 福祉センターの使用料は、別表第１及び別表第２の定めにより算出し

て得た額とし、許可を与える際に徴収する。 

２ 前項の使用料の算定金額に１０円未満の端数があるときは、その端数金額

は切り捨てる。 

３ 市長は、特別の理由があると認めるときは、第１項の規定にかかわらず、

使用料を後納させ、又は減額し、若しくは免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第７条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があ

ると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（開館日及び開館時間） 

第８条 福祉センターは、次に掲げる日又は期間（以下「休館日」という。）
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を除き、毎日開館するものとする。 

(1) 水曜日 

(2) 祝日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日をいう。）。ただし、祝日が水曜日に当たるときは、その翌日 

(3) １月２日、同月３日、８月１５日及び１２月２９日から同月３１日まで 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休館

日に福祉センターを開館し、又は休館日以外の日に福祉センターを開館しな

いことができる。 

３ 福祉センターの開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。ただし、

市長は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更する

ことができる。 

（原状回復の義務） 

第９条 使用者は、福祉センターの使用を終了したとき、許可を取り消された

とき、又は福祉センターの使用を一時停止されたときは、直ちにこれを原状

に回復して返還しなければならない。 

（損害賠償の義務） 

第１０条 自己の責めに帰すべき理由によって、福祉センターの建物又は附属

設備を損傷し、又は滅失させた者は、速やかに市長が認定した損害額を賠償

しなければならない。 

（転貸譲渡の禁止） 

第１１条 使用者は、福祉センターの使用の権利を他に転貸し、又は譲渡して

はならない。 

（指定管理者） 

第１２条 市長は、福祉センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者

（以下「指定管理者」という。）に福祉センターの管理を行わせることがで

きる。 

２ 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第

８条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、
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あらかじめ市長の承認を得て、福祉センターの休館日を変更し、若しくは別

に定め、又は開館時間を変更することができる。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１３条 前条の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合

に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

(1) 福祉センターの使用の許可に関する業務 

(2) 福祉センターの維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 前項の場合における第３条、第４条及び第５条の規定の適用については、

これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１４条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定

めるところに従い、適正に福祉センターの管理を行わなければならない。 

（利用料金） 

第１５条 第６条の規定にかかわらず、指定管理者が管理する福祉センターを

利用する者は、指定管理者に当該福祉センターの利用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、別表第１及び別表第２に掲げる額の範囲内において、指定管

理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変更し

ようとするときも同様とする。 

３ 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる

ものとする。 

４ 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除す

ることができる。 

５ 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基

準に従い、利用料金を還付することができる。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田市福祉センター条例（昭

和５１年小野田市条例第２２号）の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年１１月１１日条例第２３６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の山陽小野田市福祉センター条例第１２条

の規定により福祉センターの管理を委託しているときは、平成１８年９月１

日（同日前に地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき当該施設の管

理に係る指定をした場合には、当該指定の日）までの間は、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成２１年２月２７日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月２６日条例第３１号） 

この条例は、平成２４年１月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２６日条例第３７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の山陽小野田市準用河川占用料等徴収条例、山陽小野田市行政財産

使用料徴収条例、山陽小野田市漁港区域占用料等徴収条例、山陽小野田市海

岸保全区域占用料等徴収条例、山陽小野田市道路占用料徴収条例、山陽小野

田市福祉センター条例、山陽小野田市急患診療所条例、山陽小野田市廃棄物

の処理及び清掃に関する条例、山陽小野田市商工センター条例、山陽小野田

市商業起業家支援センター条例、山陽小野田市漁港管理条例、山陽小野田市
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労働会館条例、山陽小野田市雇用能力開発支援センター条例、山陽小野田市

港湾施設条例、山陽小野田市立学校施設使用料条例、山陽小野田市立図書館

条例、山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館条例、山陽小野田市きららガ

ラス未来館条例又は山陽小野田市体育施設条例の規定は、この条例の施行の

日以後に使用、占用等の許可等をしたものから適用し、同日前に使用、占用

等の許可等をしたものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年３月２５日条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の山陽小野田市厚狭地区複合施設条例、山陽小野田市法定外公共物

管理条例、山陽小野田市準用河川占用料等徴収条例、山陽小野田市行政財産

使用料徴収条例、山陽小野田市漁港区域占用料等徴収条例、山陽小野田市海

岸保全区域占用料等徴収条例、山陽小野田市道路占用料徴収条例、山陽小野

田市石丸総合館条例、山陽小野田市福祉センター条例、山陽小野田市急患診

療所条例、山陽小野田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、山陽小野田市

墓地条例、山陽小野田市商工センター条例、山陽小野田市漁港管理条例、山

陽小野田市勤労青少年ホーム条例、山陽小野田市労働会館条例、山陽小野田

市雇用能力開発支援センター条例、山陽小野田市港湾施設条例、山陽小野田

市都市公園条例、山陽小野田市立学校施設使用料条例、山陽小野田市立図書

館条例、山陽小野田市公民館条例、山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館

条例、山陽小野田市青年の家等設置条例、山陽小野田市きららガラス未来館

条例又は山陽小野田市津布田会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に

使用、占用等の許可等をしたものから適用し、同日前に使用、占用等の許可

等をしたものについては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年１２月２１日条例第３６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の山陽小野田市

福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為（山陽小野

田市中央福祉センターに係るものを除く。）は、この条例の施行後は、山陽

小野田市地域交流センター条例（令和３年山陽小野田市条例第３５号）の相

当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

３ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の山陽小野田市

福祉センター条例の規定によりなされた使用許可に係る使用料であって同日

以後の使用に係るものについては、なお従前の例による。 

別表第１（第６条関係） 

福祉センター使用料表 

種別 使用料（１時間当たり） 

講堂 ３９０円 

研修室 ３１０円 

会議室 ２５０円 

大広間 ５００円 

娯楽研修室 ３９０円 

浴室 区分 １２歳以上 ６歳以上１２歳未満 

（１人につき） 

福祉対象者及び介護人 

１１０円 ５０円 

（１人につき） 

福祉センター使用者 

３７０円 １１０円 

備考 

１ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間に切り上げる。 

２ 娯楽研修室については、午後５時以降の使用に限る。 

３ 休館日に使用する場合は、所定使用料に所定使用料の１００分の２０

相当額を加算して徴収する。 

４ 入場料等を徴収して使用する場合又は物品販売等に使用する場合は、

所定使用料に所定使用料の１００分の２００相当額を加算して徴収する。 

５ 市民以外の者が使用する場合は、所定使用料に所定使用料の１００分
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の５０相当額を加算して徴収する。 

６ 福祉対象者とは、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、母子及

び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）、老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）及び精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の被適用

者並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児

童福祉施設に入所している児童をいう。 

７ 介護人とは、介護を必要とする福祉対象者に付き添う者をいう。 

８ 福祉センター使用者とは、入浴を主目的としない福祉センター施設の

使用者及び児童福祉施設に入所している児童を除く児童福祉法の被適用

者その他市長が特にその使用を許可した者をいう。 

別表第２（第６条関係） 

福祉センター冷暖房使用料表 

種別 使用料（１時間につき） 

冷房 暖房 

講堂 ４９０円 ３３０円 

研修室 ２７０円 １６０円 

会議室 ２７０円 １６０円 

大広間 ６６０円 ４９０円 

娯楽研修室 ４９０円 ３３０円 

備考 

１ 娯楽研修室については、午後５時以降の使用に限る。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間に切り上げる。 

 



【現在の施設】 【新施設】

社会福祉協議会の執務スペース 目的外使用 転貸借

指定管理による貸館スペース 行政財産 －

現在 新施設

福祉センター 行政財産 賃借物件

１階

２階

中央福祉センター

中央福祉センター

社会福祉協議会

執務スペース

指定管理・貸館

（利用料金）

指定管理・貸館

（利用料金）

指定管理・風呂

（利用料金）

指定管理・貸館

（利用料金）

指定管理・貸館

（利用料金）

福祉センター

社会福祉協議会

執務スペース












